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第１ 本書の位置付け

この審査基準書は、「高山駅西地区複合・多機能施設整備事業 募集要項」（以下「募

集要項」という。）と一体のものであり、高山駅西地区複合・多機能施設整備事業（以

下「本事業」という。）の優先交渉権者を選定するにあたり、応募者を客観的に評価

するための方法及び審査基準等を示し、応募者の提案に対し具体的な指針を示すもの

である。

第２ 優先交渉権者選定の概要

１ 選定方式

本事業者の選定は、基本計画を的確に具現化するとともに、効果的、効率的に管理

運営等を実施できる施設の整備やコストの縮減、施設整備期間の短縮など、民間なら

ではの創意工夫やノウハウの活用を図るため、審査基準に基づき、提案内容及び提案

価格を総合的に評価して優先交渉権者を選定する公募型プロポーザル方式により行う。

２ 選定方法

優先交渉権者の選定は、「参加資格審査」(第 1次審査)と「提案審査」（第 2 次審

査）の 2段階で実施する。

参加資格審査は、応募者の参加資格の有無を確認する。

提案審査は、参加資格審査を通過した応募者から提出された提案書類について、「基

礎審査」及び「提案内容審査」を行い、優先交渉権者及び次点交渉権者を選定する。

３ 高山駅西地区複合・多機能施設整備事業者選定委員会の構成

優先交渉権者及び次点交渉権者の選定は、高山市（以下「市」という。）が設置し

た高山駅西地区複合・多機能施設整備事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）

において行う。

選定委員会は 10 名の委員により構成され、委員の氏名等及び審査は非公開とする。

優先交渉権者及び次点交渉権者の選定までの間に、応募者が上記の委員に接触する

ことを禁止することとし、接触の事実が認められた場合は、当該応募者は失格とする。
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第３ 審査の手順

本プロポーザルの優先交渉権者及び次点交渉権者は、以下に示す審査手順により決

定する。

＜参加資格審査（第 1次審査）＞

＜提案審査（第 2次審査）＞
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１ 参加資格審査

市は、応募者から提出された参加表明書及び参加資格審査申請書類について、募集

要項に示す応募者の参加資格要件を満たしていることを確認し、当該参加資格を満た

していない場合は、失格とする。

参加資格審査の結果は、応募グループの代表企業に対して書面で通知する。

２ 提案審査

（１）基礎審査

市は、提案書類の記載内容等が基礎的な事項を満たしていることを確認し、満たし

ていない場合は、失格とする。基礎的な事項を満たしていない場合の例は、以下のと

おりとする。

基礎的な事項を満たしていない場合の例

別冊 3「様式集」に定めた提出書類に遺漏のあるもの

別冊 3「様式集」に定める方法において作成されていないもの（ただし、誤字・脱

字等提案内容への影響が軽微なものを除く）

提案が法令又は条例違反に該当し、修正、差し替え等では回復不可能と認められ

るもの

提案書類において著しい不整合があり、修正、差し替え等では回復不可能と認め

られるもの

（２）提案内容審査

選定委員会は、提案書類の記載内容について、「審査基準」に基づき、「審査項目」

に示す評価項目ごとに点数化を行う。

提案内容審査は、250点満点（(1)にぎわいを創出する施設に関する事項：10 点、(2)

機能的な施設に関する事項：70点、(3)地域経済の振興への配慮に関する事項：15 点、

(4)各部門等に関する事項：75 点、(5)施設整備業務に関する事項：20 点、(6)民間施

設に関する事項：10 点、(7)価格審査：50 点）とする。

審査基準は市内発注金額、民間施設に関する事項及び価格審査を除きＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･

Ｅの 5 段階評価とする。市内発注金額及び価格審査は、別に示す算定式により評価す

る。

各審査項目の得点は、10 人の委員の採点を平均し、小数点以下第 2位を四捨五入し

たものとする。

（３）優先交渉権者等の選定

選定委員会は、提案内容審査の合計点が最も高い応募者を優先交渉権者として選定

し、以下、合計点順に順位付けを行い、2番目に点数が高い応募者を次点交渉権者と

して選定する。

同点の応募者が複数いる場合は、価格審査に係る点数を除く提案内容審査の合計点

が最も高い者を優先交渉権者又は次点交渉権者とする。

ただし、提案内容審査の合計点が配点の 60％を下回った場合は、優先交渉権者又は
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次点交渉権者として選定しない。

＜審査基準＞

評価 審査基準 点数化方法(掛け率)

Ａ 非常に優れている 配点×1.00

Ｂ 優れている 配点×0.80

Ｃ 普通である 配点×0.60

Ｄ やや劣っている 配点×0.40

Ｅ 劣っている 配点×0.20

＜審査項目＞※別冊 3「様式集」における対応様式番号

項目 審査の視点 着眼点 配点
対応

様式※

(1)にぎわいを創出する施設に関する事項（10 点）

にぎわ

いを創

出する

拠点

 周辺地域をはじめとして市全

体を活性化し、にぎわいを創

出する拠点となる提案がなさ

れているか。

 目的がなくても日常的に人々が集い、心地良

く過ごせる空間づくりや新しい「つながり」

や「にぎわい」が生まれるような魅力的な設

計コンセプトの提案が見られるか。

 高山駅、高山駅西交流広場、商業機能等の周

辺の都市機能をつないで回遊性を高める設

計コンセプトの提案が見られるか。

10
様式

5

(2)機能的な施設に関する事項（70 点）

有機的

な連携

を可能

とする

柔軟な

施設

 文化芸術活動や交流活動を積

極的に展開するため、それぞ

れ活動の特性に配慮するとと

もに、それぞれの活動の相乗

効果が期待できるレイアウト

や動線等の提案がなされてい

るか。

 職員や主催者の活動しやすい

環境を実現する提案がなされ

ているか。

 居心地の良い雰囲気づくりに

繋がる内装の提案がなされて

いるか。

 年齢や言語等の違いに関わら

ず建物動線の主要部やエント

ランス等に、利用者が詰まる

ことなくスムーズに流れるよ

うに理解しやすいサインを設

置する提案がなされている

か。

 外部空間との連続性を重視し、光と風を建物

内に取り込む等自然を感じられる施設配置

やレイアウト等の工夫が見られるか。

 高山駅や立体駐車場等からの利用者に十分

配慮した円滑で安全な動線を確保する工夫

が見られるか。

 機能の組み合わせによる新たな価値創造や、

連携による相乗効果を想定した諸室の配置

及び動線に工夫が見られるか。

 職員の管理運営のしやすさに配慮した管理

部門やバックヤード等の配置・動線に工夫が

見られるか。

 内装仕上は、素材感や色あいの工夫等、空間

特性にふさわしい材料とし、場所に応じて居

心地のよい雰囲気、イメージづくりが見られ

るか。

 イベント開催時等に大勢の利用がある場合

でもスムーズに誘導できる案内サインの工

夫が見られるか。

20
様式

6-1
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項目 審査の視点 着眼点 配点
対応

様式※

(2)機能的な施設に関する事項（70 点）

景観の

形成

 周辺景観と調和しつつ、質の

高い洗練された外観デザイン

（外構含む）の提案がなされ

ているか。

 中心市街地や周辺の立地環境、市民利用主体

の公共施設、隣接する高山駅等の要素を総合

的に検討し、公共施設として良好な景観形成

を図るだけでなく、高山市景観計画の模範的

役割を果たす提案が見られるか。

 年月を経て風合いが増す等、素材感を活かし

た飽きのこないデザインとなるような工夫

が見られるか。

10
様式

6-2

ユニバ

ーサル

デザイ

ン

 こども、妊産婦、こども連れ

の方、障がい者、高齢者、外

国人等、誰もが快適で安全に

施設を利用できる提案がなさ

れているか。

 「高山市誰にもやさしいまちづくり条例」の

視点である誰もが「簡単」、「安全」、「快

適」、「自由」に過ごすことができる提案が

見られるか。

 各部門（文化芸術、交流、子育て支援、立体

駐車場、その他）におけるユニバーサルデザ

インの工夫が見られるか。

10
様式

6-3

環境へ

の配慮

 省エネルギー・省資源に積極

的に取り組み、エネルギー使

用量を削減するため、環境負

荷の低減に配慮した提案がな

されているか。

 エネルギー使用量を削減するため、ＬＥＤ照

明や高効率設備機器の採用、再生可能エネル

ギーの採用、自然採光の有効活用等、環境負

荷低減に対する工夫が見られるか。

 ZEB Oriented 認証の取得を前提としたエネ

ルギー削減量が具体的に示されているか。

10
様式

6-4

コスト

への

配慮

 施設のデザインとの調和を図

り、ライフサイクルコスト、

特に維持管理や大規模修繕等

のコストの低減に配慮した提

案がなされているか。

 特に維持管理や大規模改修等のコスト低減

につながる工夫が見られるか。

 耐久性や信頼性の高い材料、設備等の使用に

よる施設の長寿命化の工夫が見られるか。

10
様式

6-5

その他

 防災や防犯に十分に配慮した

提案がなされているか。

 積雪や凍結に十分に配慮した

提案がなされているか。

 騒音や振動に十分に配慮した

提案がなされているか。

 気象等の各種自然条件により発生する災害

への対策や利用者の安全な避難誘導への対

策が図られているか。

 外部からの侵入防止や犯罪等の発生防止が

図られ、利用者のプライバシーにも配慮しつ

つ、セキュリティの確保が十分に図られてい

るか。

 積雪や凍結等の気候風土に留意し、公共施設

等の経済性の確保と同時に、効果的な除雪・

融雪、施設全体の耐久性の向上、その他利用

者の安全確保への配慮が見られるか。

 大ホールや多目的ホール等、大音量や振動を

伴う同時利用においても、施設周辺や各部門

に対して騒音や振動の伝播を低減させる工

夫が見られるか。

 高山駅や周辺交通からの公共施設等への騒

音・振動の影響を低減させる工夫が見られる

か。

10
様式

6-6
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項目 審査の視点 着眼点 配点
対応

様式※

(3)地域経済の振興への配慮に関する事項（15 点）

市内

発注

金額

 市内企業への発注金額はどの

程度か。

〈定量評価〉

応募者が提案する設計・工事監理業務及び建

設業務に係る提案金額の内、市内企業への発

注提案金額※の割合

※市内企業への発注提案金額の範囲は、

募集要項（p.16）に記載

10
様式

7-1

地域

資材等

の活用

 地域資材等を積極的に活用す

る提案がなされているか。

 市産材を含む地域資材や市内で製造される

備品の積極的な活用等、地域経済の振興への

配慮が見られるか。

5
様式

7-2

(4)各部門等に関する事項（75 点）

文化

芸術

 鑑賞者及び主催者が快適で安

全に利用できる魅力的なホー

ルの提案がなされているか。

 大ホールは、市民の主体的な文化芸術活動の

発表の場としての役割を担うとともに、様々

な舞台芸術に触れられる「幅広い劇場機能」

と「居心地の良い鑑賞環境」を実現できる提

案がなされているか。

 多目的ホールは、市民の多様な文化芸術活動

を支援するため、舞台と客席との「一体感の

ある空間」と「居心地の良い鑑賞環境」を実

現できる提案がなされているか。

 舞台機構をはじめとする特殊設備の安全な

操作環境や、舞台を支えるスタッフの作業空

間の機能性を重視した提案がなされている

か。

20
様式

8-1

交流

 利用者の目的に応じて、快適

で安全に利用できるマルチル

ームやユニークルーム、オー

プンスペースの提案がなされ

ているか。

 にぎわいの見える化を体現できるマルチル

ームやユニークルーム、オープンスペースの

提案がなされているか。

 利用者がくつろぎ、行きかうような、ゆとり

あるオープンスペースや共用部門により、各

部門をつなぎ、施設全体が一体の空間となる

ような提案がなされているか。

 各ルーム等の用途に応じた適切な設備や空

間等を備えているか。

 利用者が市や施設の情報を気軽に入手する

ことができるオープンスペース等の活用の

工夫が見られるか。

20
様式

8-2
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項目 審査の視点 着眼点 配点
対応

様式※

(4)各部門等に関する事項（75 点）

子育て

支援

 こどもたちが快適で安全に過

ごすことができる魅力的なこ

どもの遊び場及びファミリー

サポートルームの提案がなさ

れているか。

 こどもの性質を象徴する施設として、平面や

直線による平板なものではなく、曲面や曲線

を多用した特色豊かで洗練されたこどもの

遊び場の空間デザインとする工夫が見られ

るか。

 建築と一体になったオリジナルの大型遊具

やコンビネーション遊具、ネット遊具を配置

し、それらのレイアウトや動線等により回遊

性、高低差、変化等がある空間とする工夫が

見られるか。

 こどもや保護者等が周辺の共用スペースの

活用も含め、快適で安全に利用するための工

夫が見られるか。

20
様式

8-3

立体

駐車場

 安全性や利便性の高い駐車場

の提案がなされているか。

 事故防止などの安全対策ができているか。

 周辺交通に与える影響を低減するための対

策やイベントなど集中利用時の渋滞対策等

が図られているか。

10
様式

8-4

その他

 魅力的な屋上やテラス等の提

案がなされているか。

 屋外緑地、植栽、アプローチ

等が魅力あるランドスケープ

として提案がなされている

か。

 他の部門との相乗効果を生み出すことが期

待できる屋上やテラスを適宜配置する提案

が見られるか。

 全体のデザインと調和を図り、移動者からの

視線を集め、利用者がくつろげる空間やこど

もが安全に楽しく遊べる空間とする工夫が

見られるか。

5
様式

8-5

(5)施設整備業務に関する事項(20 点)

実施

体制

 本事業を適切に実施するため

の事業実施体制の提案がなさ

れているか。

 役割分担、技術者の配置、責任区分等が適切

であるか。
10

様式

9-1

業務

工程

 設計・工事監理業務や建設工

事の計画が適切に提案されて

いるか。

 設計・工事監理業務工程や建設工事工程の適

切性、工期縮減への取り組み、高山市民文化

会館の運営に対する影響の軽減等が考慮さ

れているか。

5
様式

9-2

品質・

安全

管理

 品質確保や工期遵守のための

管理体制や事故防止、近隣対

策、渋滞対策等の各種リスク

対応が提案されているか。

 品質確保や工期遵守のための具体的な対策

が図られているか。

 想定されうる各種リスクの具体的な対策が

図られているか。

5
様式

9-3
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３ 優先交渉権者等の決定

市は、選定委員会の審査結果を踏まえて、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定す

る。

審査結果は、市ホームページに公表する。

項目 審査の視点 着眼点 配点
対応

様式※

(6)民間施設に関する事項(10 点)

高山駅西地区の

まちの魅力、

回遊性、利便性

等の向上

 高山駅西地区のまちの

魅力や回遊性、利便性等

を高めるような提案が

なされているか。

 市民の要望（映画館、複合アミューズメ

ント施設、ショッピングセンター）に応

える提案であるか。

 継続的に公共施設等との相乗効果を発

揮し、まちの魅力や回遊性、利便性等を

高めるような提案であるか。

10

様式

10-1

10-2

項目 採点方法 配点
対応

様式※

(7)価格審査

（50 点）

〈定量評価〉

価格審査点＝(最も低い提案金額/当該提案金額)×配点

※算定結果は、小数点以下第 2位を四捨五入

50

様式

11-1

11-2

11-3

合 計((1)～(7)) 250


